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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
百
二
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
貸
付
金
の
元
利
償
還
金
の
徴
収
事
務
を
委
託
し
た
。

平
成
十
八
年
六
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
委
託
の
相
手
方

甲
府
市
北
新
一
丁
目
二
番
十
二
号
　
社
会
福
祉
法
人
山
梨
県
社
会
福
祉
協
議
会

二
　
委
託
に
係
る
貸
付
金
の
元
利
償
還
金

山
梨
県
高
齢
者
居
室
等
整
備
資
金
及
び
重
度
心
身
障
害
者
居
室
等
整
備
資
金
貸
付
事
業
に
係
る
貸

付
金
の
元
利
償
還
金

三
　
委
託
の
期
間

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
百
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
十
八
年
六
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

笛
吹
市
御
坂
町
上
黒
駒
字
八
町
山
六
八
六
七
の
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三
　
解
除
の
理
由

ガ
ス
工
作
物
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
庁
及
び
笛
吹
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

山
梨
県
告
示
第
三
百
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
八
年
五
月
二
十
三
日
に
土
地
改
良
事
業
（
間
の
原
地

区
基
盤
整
備
促
進
事
業
）
の
施
行
に
つ
い
て
同
意
し
た
。

平
成
十
八
年
六
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
告
示
第
三
百
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
峡
東
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
位
置

笛
吹
市
石
和
町
小
石
和
字
神
明
四
九
六
番
九

二
　
道
路
の
幅
員

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
七
十
号
　
　
平
成
十
八
年
六
月
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

四
二
一

山
梨
県
公
報
平
成
十
八
年六

月
一
日

第
千
六
百
七
十
号

木　曜　日



三
　
道
路
の
延
長

五
二
・
二
四
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
告
示
第
三
百
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
峡
東
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
位
置

笛
吹
市
石
和
町
河
内
字
宮
窪
五
一
九
番
九

二
　
道
路
の
幅
員

六
・
〇
三
メ
ー
ト
ル

三
　
道
路
の
延
長

四
二
・
七
六
メ
ー
ト
ル

公
　
　
　
告

'

落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十

五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の

で
あ
る
。

平
成
十
八
年
六
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
随
意
契
約
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

ｉ
Ｊ
Ａ
Ｍ
Ｐ
（
行
財
政
情
報
サ
ー
ビ
ス
）
の
受
信
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
企
画
部
企
画
課
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
八
年
四
月
一
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
時
事
通
信
社
　
東
京
都
中
央
区
銀
座
五
丁
目
十
五
番
八
号

五
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

三
千
五
百
九
十
一
万
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

'

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
試
験
実
施
機
関
の
指
定

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
六
十
九
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
者
を
指
定
試
験
実
施
機
関
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
六
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称

住
　
　
　
所

事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

社
会
福
祉
法
人
　
山
梨
県
社
会
福

甲
府
市
北
新
一
丁

住
所
に
同
じ

平
成
十
八
年
四
月

祉
協
議
会

目
二
番
十
二
号
山

三
日

梨
県
福
祉
プ
ラ
ザ

四
階

'

平
成
十
八
年
度
に
お
け
る
保
安
林
内
の
立
木
の
伐
採
を
許
可
す
べ
き
皆
伐
面
積
の
限
度

森
林
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号
）
第
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
十
八
年
度
に
お
け
る
保
安
林
の
皆
伐
に
よ
る
立
木
の
伐
採
に
つ
き
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
す
べ
き
皆
伐
面
積
の
限
度
を
定
め
た
の
で
、
次
の

と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

同

一

の

単

位

と

さ

れ

る

保

安

林

皆

伐

面

積

の

限

度

甲
府
地
区
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
、
六
二
三
・
四
一
ヘ
ク
タ
ー
ル

甲
府
地
区
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
八
二
・
二
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

甲
府
地
区
保
健
保
安
林

三
・
三
六
ヘ
ク
タ
ー
ル

笛
吹
川
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
、
二
二
二
・
三
六
ヘ
ク
タ
ー
ル

笛
吹
川
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
一
一
・
九
一
ヘ
ク
タ
ー
ル

笛
吹
川
干
害
防
備
保
安
林

〇
・
七
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

鰍
沢
地
区
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
、
八
〇
二
・
九
一
ヘ
ク
タ
ー
ル

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
七
十
号
　
　
平
成
十
八
年
六
月
一
日

四
二
二



鰍
沢
地
区
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
四
六
・
四
七
ヘ
ク
タ
ー
ル

鰍
沢
地
区
干
害
防
備
保
安
林

三
・
六
四
ヘ
ク
タ
ー
ル

鰍
沢
地
区
保
健
保
安
林

一
一
・
五
六
ヘ
ク
タ
ー
ル

韮
崎
地
区
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
、
一
八
一
・
二
一
ヘ
ク
タ
ー
ル

韮
崎
地
区
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

五
七
五
・
六
八
ヘ
ク
タ
ー
ル

多
摩
川
上
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

七
三
八
・
六
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

多
摩
川
上
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
六
・
八
八
ヘ
ク
タ
ー
ル

相
模
川
中
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
、
一
七
二
・
六
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

相
模
川
中
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
四
五
・
五
一
ヘ
ク
タ
ー
ル

相
模
川
上
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
二
四
・
三
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

相
模
川
上
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
七
四
・
〇
四
ヘ
ク
タ
ー
ル

'

基
本
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
八
年

五
月
十
一
日
付
け
で
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知

が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
六
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
作
業
種
類
　
基
本
測
量
（
機
動
連
続
観
測
）

二
　
作
業
期
間
　
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
富
士
吉
田
市
及
び
南
都
留
郡
鳴
沢
村

'

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
八
年
六
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
央
市
西
花
輪
字
西
河
原
二
三
一
一
の
三
、
二
三
一
六
の
一
、
二
三
一
六
の
二
、
二
三
一
六
の
三
、

二
三
一
六
の
四
、
二
三
一
六
の
五
及
び
二
三
一
六
の
六
の
区
域
　

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類
　
　
　
　
　
　
　
　
　
位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

道
　
　
路

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
中
北
建
設
事
務
所
（
峡
北
支
所
を
除
　

く
）
及
び
中
央
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

大
月
市
大
月
町
花
咲
百
十
番
地
　
三
輪
林

正
　
　
　
誤

○
　
平
成
十
八
年
三
月
十
六
日
山
梨
県
告
示
第
百
四
十
号
（
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定
）

一
九
一
ペ
ー
ジ
上
段
終
わ
り
か
ら
一
行
目
の
「
塩
の
山
」
を
削
る
。

ペ
ー
ジ

段

行

誤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
　

○
　
平
成
十
八
年
四
月
十
七
日
山
梨
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号
（
保
安
林
の
指
定
の
予
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